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建築設計業務委託契約書の一部改正（案）新旧対照表改 正 案 現 行１～５ 略 １～５ 略６ 建築士法第２２条の３の３に定める記載事項 別紙のとおり上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場にお 上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信 ける合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の 本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。 上、各自１通を保有する。平成 年 月 日 平成 年 月 日発注者 住 所 発注者 住 所氏 名 印 氏 名 印受注者 住 所 受注者 住 所氏 名 印 氏 名 印第１条～第５０条 略 第１条～第５０条 略（別紙）略


